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令和５年度低所得世帯価格高騰支援給付金事業 
（均等割のみ課税世帯分）、（こども加算分）の概要 

 

１．均等割のみ課税世帯分 

≪所要見込額 17,538 千円≫        財源：全額国庫補助金（10/10） 

【事業費】 17,000 千円（170 世帯×100 千円）〔扶助費〕 

【事務費】 538 千円〔需用費 50 千円、役務費 77 千円、委託料 411 千円〕 

（１）事業目的  

物価高騰の負担感が大きい低所得世帯（住民税均等割のみ課税世帯）に対し、速やかに

生活・暮らしの支援を行う。 

（２）給付対象及び給付額  

令和５年度分住民税均等割のみ課税世帯（住民税が課税されている親族の被扶養者の

みからなる世帯を除く） １７０世帯 

（３）給付額  

１世帯につき１０万円 

（４）基準日  

令和５年１２月１日 

 

２．こども加算分 

≪所要見込額 4,013 千円≫         財源：全額国庫補助金（10/10） 

【事業費】 3,500 千円（70 人×50 千円）〔扶助費〕 

【事務費】 513 千円〔需用費 10 千円、役務費 8千円、委託料 495 千円〕 

（１）事業目的  

低所得世帯（非課税世帯及び均等割のみ課税世帯）でも特に負担感の大きい子育て世帯

（平成１７年４月２日以降生れのこどもを養育する世帯）に対し、上乗せ支給をすること

で家計負担の軽減を図る。 

（２）給付対象及び給付額  

①令和５年度低所得世帯価格高騰支援給付金(追加給付分)の対象世帯のこども 

                 ５０人（２５世帯） 

②令和５年度分住民税均等割のみ課税世帯のこども   ２０人（１０世帯） 

（３）給付額  

こども１人につき５万円 

 

 

※いずれの給付金も令和５年度内に完了予定 
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運
動
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
中
央
フ
ェ
ン
ス
補
修
⼯
事

＜
第
１
回
臨
時
会
資
料
＞
【
社
会
教
育
課
】

【
⽬
的
】

令
和
５
年
に
運
動
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
４
⾯
の
内
２
⾯
を
改
修
し
フ
ッ
ト

サ
ル
や
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が
で
き
る
「
⼦
ど
も
ふ
れ
あ
い
広
場
」
を
整
備

し
１
０
⽉
か
ら
供
⽤
開
始
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
広
場
と
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
の
中
央
に
設
置
さ
れ
て
い
る
フ
ェ
ン
ス
⽀
柱
の
⼀
部
が
根
本
の
腐
⾷

が
進
⾏
し
、
冬
期
間
の
強
⾵
な
ど
に
よ
り
フ
ェ
ン
ス
が
あ
お
ら
れ
倒
壊
の
危

険
性
や
周
辺
⽀
柱
へ
の
負
担
に
よ
る
拡
⼤
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

令
和
６
年
度
の
広
場
開
設
前
に
改
修
を
⾏
い
利
⽤
者
の
安
全
を
確
保
し
、
安

⼼
し
て
利
⽤
で
き
る
環
境
を
整
え
る
。

【
事
業
概
要
】

フ
ェ
ン
ス
⽀
柱
腐
⾷
箇
所
の
補
強
⼯
事

６
カ
所

【
事
業
費
】

２
，
１
０
１
千
円

【
事
業
期
間
】

令
和
６
年
２
⽉
〜
令
和
６
年
３
⽉

【
事
業
効
果
】

今
回
の
補
修
に
よ
り
今
後
１
０
年
程
度
の
⽀
柱
の
寿
命
延
⻑
が
図
ら
れ
る
。
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